
「性質上、国に残すべき事務のみを残す」という原則に沿って、国に残す事務を限定 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 方 農 政 局 

地方に移譲すべき事務（３０事務） 

○ＪＡＳ法に基づく立入検査等 

○食育の推進 

○牛の個体識別のための情報管理等 

○農産物検査法に基づく登録検査機関の指導監督等 

○食糧、農畜産物の生産、流通等の増進に関する事務 

○都道府県単位の農業協同組合等の指導監督 

○農地転用事務 

○土地改良区の監督等の事務 

○土地改良事業の実施（土地改良予算大幅減の動向も注視） 

廃止・民営化すべき事務（１７事務） 

○国庫補助金の交付等に関する事務 

 （一括交付金化を念頭） 

○農業振興地域の整備に関する法律に基づく都道府県

との協議 

○農林統計 

統計の企画は国が実施するが、調査業務は民間 

グレーゾーン（５事務） 

○「農地・水・環境保全対策」 

「中山間地域直接支払」 

「戸別所得補償制度」の給付事務 

（３事務） 

→「地方」で整理すべきでは？ 

○団体監督のうち金融系の事務 

（１事務） 

 →「国」で整理すべきでは？ 

○生産調整に関する事務 

 →国の役割は制度設計や都道府県別 

  の生産数量目標の策定等に限定す 

  べきでは？ 

国に残すべき事務（４事務） 

○災害関係に関する事務（２） 

○食糧安定供給特別会計に関する事務等（２） 

国 
４事務 

グレー 
５事務 

地方 
３０事務 

廃止・民営化 
１７事務 

 
立入検査・情報管理系は、関係する独立行政法人が保有する 
システムを引き続き活用することで、広域性の問題をクリア 

特に、PT 会議での 
判断をいただきたい 

 
資料５ 

 22.1.21 PT 会議資料 



【参考】現金給付型事務のあり方

中山間地域直接支払 農地・水・環境保全対策 戸別所得補償制度

予算規模

（２２国費）

２６５億円 ２７３億円 ５，６１８億円

スキーム 国→都道府県

→市町村→団体

国 →団体
都道府県→団体
市町村 →団体

国 → 個人

財源 国 １／２

都道府県 １／4
国 １／２

都道府県 １／４

国 １０／１０

都道府県 １／4
市町村 １／４

都道府県 １／４

市町村 １／４

出先機関を
廃止した場
合の検討

・国から団体へ資金交付
する方式を、中山間地
域直接支払制度と同様
に、市町村を通じての間
接補助とする

・農業者の申請、交付金交
付を市町村が実施する




